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こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の 

事業者情報の登録に係る手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）必要情報の入力 

  登録様式に次の①から③までの内容を入力してください。 

①  ファイル名の入力 

② 「（２）学校設置者等」シートの入力 

③ 「（３）施設・事業所」シート（施設・事業所部分）の入力 

＊「(1)所轄庁」シートは大津市で入力済ですので入力不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

①ファイル名 

  ファイル名は、所轄庁番号及び所轄庁名の後ろに、事業所名を入力してください。 

 

ファイル名の例:「252018_大津市_放課後等デイサービス大津」 

 

 

 ②学校設置者等の情報 

  「(2)学校設置者等」シートについて、マニュアルを参照の上、必要事項を入力し

てください。 

 

 

‼ 重要 ‼ 

学校設置者等（施設・事業所の運営法人等）において「G ビズ ID」が未取得の場

合は、以下の作業を行う前にこども家庭庁「事業者アカウントまとめ登録マニュ

アル」（以下「マニュアル」）P12～22を参照の上、速やかに「Gビズ ID」の取得申

請を行い、IDを取得してください。 

全事業所共通 登録する事業所名

名 

‼ 重要 ‼ 

詳細な内容（必要事項入力にあたっての留意点等）については、マニュアル P38～

45を参照してください。 

 

 



2 

 

 ③施設・事業所の情報 

  「(3)施設・事業所」シートのＹ列～ＡＪ列について、マニュアルを参照の上、必

要事項を入力してください。 

＊「(3)施設・事業所」シートのＡＫ列～ＡＵ列については入力不要です。 

 

（２）ファイルの提出 

   必要情報を入力しましたら、入力漏れや誤り等がないか確認の上、ファイルを大

津市電子申請サービスにより提出してください。 

・https://apply.e-tumo.jp/city-otsu-u/offer/offerList_detail?tempSeq=4671 

   ファイルの容量が大きいため、メールでの受付はできません。 

   提出期限：令和８年６月３０日（火曜） 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他の留意事項等 

   ① 「Gビズ ID」または「法人番号」に変更が生じた学校設置者等 

    大津市へのファイル提出後、「(2)ファイルの提出」の提出期限までに「Gビズ

ID」または「法人番号」に変更が生じた場合は、速やかにご相談ください。 

なお、登録取りまとめ担当（滋賀県）からこども家庭庁への提出期限後に変更

が生じた場合は、マニュアル P46をご参照の上、別紙３「事業者情報変更届」に

変更内容を記入し、こども家庭庁に提出してください。 

 

   ② 登録内容の修正（令和８年６月～10月）について 

       登録とりまとめ担当（滋賀県）からこども家庭庁への提出期限後、こども家庭

庁において登録内容の確認作業が行われます。 

       その結果、確認が必要と思われる事項があれば、登録いただいた担当者の連絡

先にこども家庭庁から確認依頼が行われることがありますので、連絡を受けた場

合は照会への返答や登録内容の補正にご対応いただきますようお願いします。 

‼ 重要 ‼ 

 マニュアル P35～37 および P44 に記載されている提出期限は登録とりまとめ担当

（滋賀県）からこども家庭庁への提出期限であり、事業所から大津市への提出期限

ではありませんので、ご注意ください。 

 


